
 

第４回志摩市景観審議会 議事内容 

 

日 時 平成２９年 ５月１２日（金） 

午後２時３０分から 

場 所 志摩市役所４階 ４０１会議室 

 

 

１． 開 会 

 

 

２． 議 事 

 

     （１）会長及び副会長の選出について 

 

 

  （２）志摩市景観計画に基づく届出件数について（Ｈ２８）  ……… 資料１ 

 

 

    （３）太陽光発電施設に関するガイドライン（案）策定方針の変更について 

                                 ……… 資料２ 

 

   【以下、非公開】 

（４）（仮称）「志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全 

との調和に関する条例（案）」に係る事業抑制区域へ眺望保全地区等を記載するこ 

とについて                           ……… 資料３ 

    

 

（５）横山展望台眺望保全地区の視点場変更に伴う志摩市景観計画の修正（案） 

について                        ………  資料４ 

  

 

（６）その他 

 

 

 

３． 閉 会 
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第４回志摩市景観審議会 議事録（概要版） 

会議の名称 第４回志摩市景観審議会 

開催日時 平成２９年５月１２日（金）午後２時３０分～午後４時３０分 

開催場所 志摩市役所４階 ４０１会議室 

事務局 志摩市 建設部 都市計画課 

出

席

者 

委員 【出席委員】浅野 聡、林 州啓、内田 清隆、鈴木 洋子、田邉 学、金丸 雄一、 

出口 禎子 

【欠席委員】山﨑 勝也、井上 恵子 

事務局 森本 浩（建設部長）、柴原 秀二（都市計画課長）、濱口 大介（都市計画課 課長補佐） 

上村 智之（都市計画課 都市計画係長）、山本 陽平（都市計画課 都市計画係） 

公開・非公開 公開（※一部非公開） 傍聴者数 ０人 

非公開・一部非公開の

場合の理由 

志摩市情報公開条例第９条に規定する情報が含まれる個別案件を審議するため 

 

 

― 開 会 ― 

 

事務局（柴原） 

 

各委員 

 

事務局 

 

 

事務局（森本） 

 

 

 

 

事務局（柴原） 

 

 

事務局（柴原） 

 

 

 

 

 

事務局（柴原） 

 

 

 

 

○挨拶 

 

 

○自己紹介 

 

○事務局の紹介 

  

○挨拶と市の現状の説明 

・太陽光発電の問題や今後、懸念される風力発電の関係も序々に届出等が出てきて

おり、景観に与える影響も大きくなっている。 

・今後は審議会の回数がこれまでより増えると思うので、委員の皆様にはご協力を

お願いしたい。 

 

○会議資料の確認 

 

○審議会の開催要件の確認 

・出席者７名、欠席者２名（山﨑委員・井上委員） 

・志摩市景観規則第２４条第２項規定の開催要件を満たすため、会議は成立。 

 

（会長が選出されるまでの間は事務局が議長を務める） 

○議事（１）「会長及び副会長の選出について」 

・会長及び副会長について委員の皆様から何か意見はあるか。 
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鈴木委員 

 

事務局（柴原） 

 

 

 

 

浅野会長 

 

 

浅野会長 

 

 

 

 

 

浅野会長 

 

 

 

林副会長 

 

 

浅野会長 

 

 

事務局（上村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金丸委員 

 

 

 

・浅野委員に会長をお願いしてはどうか。 

 

・浅野委員が会長に推薦されたが、他に意見はあるか。 

（※異議なし。） 

・浅野委員が会長に就任。 

 

（以降の議事進行は会長が務める） 

○会長就任の挨拶 

 

○太陽光発電の問題について、近隣市町の状況説明 

・太陽光発電の問題が志摩市に限らず、全国の地方都市で急速的に増えている。 

・伊勢市でも太陽光発電のガイドラインを作るということで、志摩市と同じような取

り組みが始まっており、隣の鳥羽市でも安楽島のところに巨大な太陽光発電の開発

がある。 

 

○副会長の互選について 

・前回も副会長をしていただいた林委員を推薦したいがどうか。 

（※異議なし。） 

・林委員が副会長に就任。 

 

○林副会長から副会長就任の挨拶 

 

○本日の時間スケジュールの確認 

・2時半スタート、4時頃終了予定。傍聴者については不在。 

 

○議事（２）「志摩市景観計画に基づく届出件数について」（資料１） 

・事務局から資料１について説明。 

・届出行為 

建築物 12件 工作物 40件 開発行為１件 

土地の形質変更 13件 物件の堆積１件  計 67件 

  ※太陽光関連が 40件で全体の約６割。 

・通知行為 

建築物５件 工作物４件 開発行為０件 

土地の形質変更０件 物件の堆積１件  計 10件。 

・特に問題となった案件はなし。 

 

・太陽光関係の届出について、40件中、工作物の新設が 28件と土地の形質の変更が

12件ということか。 

・土地の形質の変更の届出のうち、13件中 12件が太陽光関係で、それ以外がゴルフ
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事務局（上村） 

 

 

浅野会長 

 

 

浅野会長 

 

事務局（上村） 

 

 

事務局（上村） 

 

 

 

事務局（上村） 

 

 

 

 

 

事務局（上村） 

 

 

 

 

 

 

事務局（上村） 

 

 

 

 

浅野会長 

 

 

 

事務局（上村） 

場とかそういったもので、届出が少ない状況であるということか。 

 

・そういうことである。 

・その他として、資材置場等の届出もある。 

 

・太陽光発電については届出要件が築造面積 500㎡以上であるため、実際は 500㎡を

切っている届出に該当しない開発もかなり多いということの説明。 

 

・他に議事（３）について、質問などあるか。（※特になし。） 

 

○議事（３）「太陽光発電施設に関するガイドライン（案）策定方針の変更について」 

 

〇三重県の太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン（仮称）（素案）について 

・事務局から資料２について説明。 

・県下の市町との意見交換が行われており、今年の６月末までに策定する方向。 

 

〇策定の背景について 

・国がＦＩＴ法に基づく事業計画策定ガイドラインを平成 29年３月に策定したこと。 

・市町でも太陽光発電施設と地域の調和に係る条例制定や太陽光発電施設の届出を

求めるガイドライン策定に向けた動きがあり、多くの市町から県に対して、太陽光

発電施設設置に係るガイドライン策定を求める意見が多くあったことの説明。 

 

〇志摩市の動向 

・志摩市版の太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドラインを三重県のもの

を参考に作成していきたい。 

・今回の審議会で案を提示する予定であったが、太陽光発電施設に係るガイドライン

について、国や県から短期間の間に多くの情報が出されているので、もう少し時間

をかけて検討するということで、策定方針を変更させていただきたい。 

 

○環境課が策定予定のガイドラインとの調整について 

・環境部局でも、太陽光発電施設と地域の調和に係る条例の制定に向けて取り組んで

おり、条例と施行規則だけでなく、ガイドラインの策定にも取り組んでいる。 

・今後は環境課が策定予定のガイドラインとの整合性をとりながら、同時並行で策定

していくのか、それとも一本化するのか、検討が必要である。 

 

・太陽光発電に関するガイドラインを作ろうということで進めていたが、社会事情を

背景として少し時間をかけて作りたいということで良かったか。 

・太陽光発電のガイドラインを作る方向に変更はないのか。 

 

・そういうことである。 
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事務局（森本） 

 

 

 

 

 

浅野会長 

 

 

 

 

― 終了 ― 

 

・ガイドラインを作る方向にも変更はない。 

 

・環境部局が条例制定に向けて取り組んでいるので、その条例とガイドラインに齟齬

もあるといけないので、そこは新しくできる条例に右へ倣うかたちで、並行して進

みたいのでお時間をいただきたい。 

・スケジュールとして、条例を６月定例議会に上程する予定であり、その後、決まり

次第、景観ガイドラインの策定に進んでいくということの説明。 

 

・他に議事（３）について、質問などあるか。 

※特になし。 

 

【以下、非公開】 

 

― 終了 ― 

 

 


